
労務管理における留意点

奈良労働局 監督課 上地
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【労働基準監督署とは】

厚生労働省の出先機関。

奈良県内には、奈良・葛城・桜井・大淀の４か所に
労働基準監督署が配置されている。

労働基準監督署の労働基準監督官は、労働関係法令の遵守
を目的とし、予告なくあらゆる業種の事業場に立ち入り調査
を実施し、事業場に対して、監督・指導する権限を有してい
る。
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奈良労働基準監督署 0742-23-0435
葛城労働基準監督署 0745-52-5891
桜井労働基準監督署 0744-42-6901
大淀労働基準監督署 0747-52-0261



【監督指導において指摘することが多い違反条文】
〇労働基準法第１５条第１項 労働条件の明示

(労働条件の明示)
第十五条 
 第１項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、
賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

☆令和６年４月１日～施行 → 明示しなければならない事項の追加
①就業場所・業務の変更の範囲
②更新上限の有無と内容
③無期転換申込機会・無期転換後の労働条件

※注意※ 労働基準法上、労働条件明示書に労働者の署名・押印は必要とされていない！
使用者が提示した労働条件明示書に労働者が署名・押印を拒否した場合でも、

書面の交付等の方法による明示を行わなければ労働基準法違反！

●有期労働契約者に対する更新時の明示忘れ、明示事項の不足、記載内容と実態が
異なる等のことがないか要チェック！ 3

詳細は
こちら→
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〇労働基準法第３２条 労働時間

(労働時間)
第三十二条   
第１項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
第２項  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
 
(時間外及び休日の労働)
第三十六条   
第１項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する  
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁
に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)
又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる。

⇒時間外労働を労働者にさせる場合、３６協定を締結し、事前に、所轄の労働基準監督署へ届出が必須！

●よくある違反事例

・労働者に時間外労働（残業）をさせているが、３６協定が締結されていない

・３６協定を締結しているが、協定で締結した上限時間を超えて時間外労働をさせている

・有効な３６協定でない（過半数労働組合でない、労働者代表を使用者側が選定している等）



【労働時間に関する法規制】

時間外・休日労働時間数が増えれば増えるほど、
身体も心も疲れてしまい、最悪の場合、命を落とすこともあります。
これが、いわゆる「過労死」「過労自殺」と呼ばれるものです。

締結・届出をせずに、労働者に
時間外・休日労働をさせると
労働基準法第32条違反！

締結・届出をしていても、
その締結した内容の範囲を超えて、
労働者に時間外・休日労働をさせると
労働基準法第32条違反！

2019年4月１日～改正内容

時間外・休日労働が月100時間以上又は複数月平均80時間超えの場合は、
労働基準法第36条違反！！

令和６年度の
脳・心臓疾患及び精神事案
に関するデータ
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【長時間労働を防ぐための第一歩は、労働時間の適正把握！】
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※労働時間の未把握は、
労働安全衛生法第６６条の８の３違反！
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〇労働基準法第３７条 割増賃金  ～よくある計算間違いについて～

☆重要☆ 月６０時間を超える時間外労働に対しては、
割増率５０％以上にする必要があります！

☆ポイント☆
固定残業代が何時間分の時間外労働に相当す
るものか、明確にしておく必要があります！

！注意！ １か月の平均所定労働時間は、
（365日÷7日×40時間）÷12か月
＝173.80…時間以下でなければ、いけません！

！注意！
どういう手当を、どういう意味合いで支払うのか、
就業規則に明記してください！
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〇労働基準法第３９条 年次有給休暇

上記パンフレット
からの抜粋
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〇労働安全衛生法第６６条 健康診断

産業医の選任義務のない５０人未満の事業場は、
地域産業保健センター（奈良県内４か所）で無料で実施可能！

無料で産業保健活動に関する支援を行っている
産業保健総合支援センター及び地域産業保健センター
の積極的な利用を！



業務に就かせるにあたり、特別教育が必要な業務一覧
※厚生労働省のHPから引用
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労働災害（又は事業場内での災害）が発生した場合

〇労働者が労働災害で死亡又は休業した場合
（労働安全衛生規則第９７条）
↓

管轄の労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を
遅滞なく提出することが義務づけられている（電子申請）

※４日未満の休業の場合は、四半期ごとの報告でOK

※休業日数とは、災害による負傷・疾病で働くことができ
ない期間をいう。
所定休日であっても働くことができなければ日数に含め
る。
ただし、災害当日は含まない。
（労災保険における休業日数においては災害当日も含む）
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【同一労働同一賃金に関する資料（パートタイム・有期契約労働者）】
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ご不明点等があれば、
雇用環境・均等室に問い合わせを☆
TEL：0742-32-0210

左記のパンフレット
・リーフレット等はこちらから→


